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第１章 はじめに 

１ 下水道事業の経営戦略 

下水道事業は、ライフラインである下水道施設を管理する重要な役割を担っていますが、今後の急速な

人口減少等に伴う使用料収入の減少、管路・施設等の老朽化による更新事業費の増加など、経営環境は厳

しさを増しています。 

こうした状況の下、平成 26 年 8 月 29 日付総務省自治財務局通知「公営企業の経営に当たっての留意

事項について」において、将来にわたって住民生活に重要なサービスの提供を安定的に継続していくた

めには、中長期的な視野に立った経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、それに基づき経営基盤

（財務、組織、人材等）の強化と財政マネジメントの向上を図ることが必要であると示されました。また、

総務省は新ロードマップに基づき、全ての事業において令和５年度末までに公営企業会計の適用を要請

し、持続可能な経営の確保に向けた取組の推進を図っています。 

本町では、中長期的な視点から現状等を踏まえた上で、将来にわたる安定的かつ計画的な経営を見通す

ために、平成 29 年 3 月に「津別町下水道事業経営戦略」を策定しています。当戦略はおおむね 10 年間

を見通した下水道事業の経営を展望し、事業面及び管理運営面における取組の方向性や財政面での見通

しを明らかにしたものですが、前回の策定から 9 年が経過し、物価上昇や投資見通し等事業環境に変化

も生じていることから今回当該戦略を改定するものです。 

 

 

２ 経営戦略策定に当たっての基本方針と下水道ビジョンとの整合 

下水道事業に求められる役割を果たし、事業を将来にわたり継続的に運営していくため、次のような点

を重視して、経営戦略を立案し、戦略に基づく合理的な経営を推進します。 

 

① 公営企業事業に関する現状分析・将来予測や、経営環境の類似する団体との比較分析に基づき、戦

略を立案します。 

② 下水道事業における管路・施設の状況を踏まえた「投資試算」と、企業債・使用料収入などの「財

源試算」を行い、両者の調整を図った上で実現可能な戦略を立案します。 

③ 投資（支出）と財源（収入）を均衡させ、安定的な経営を実現するため、組織運営の効率化や人材

育成、施設・設備の合理化、民間活力の導入など、経営健全化に向けた取組を経営戦略において整

理し、推進します。 

 

なお、ここでは津別町下水道ビジョンを下水道事業のマスタープランとして位置付け、一方、経営戦略

は経営基盤強化と財政マネジメントを柱とする経営の中長期的な基本計画として、同ビジョンに内包さ

れるものとし、整合性を確保していきます。 
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図表 1-1 経営戦略の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

中長期的な視点から経営基盤の強化等に取り組むことができるように、計画期間は 10 年以上を基本と

することから、令和 8 年度から令和 17 年度までの 10 年間とし、今後の見直しは５年ごとに実施するこ

とを基本とします（次回の見直しは令和 13 年 3 月を予定）。 

改定は、人口減少や将来の施設更新費用、物価上昇等を的確に反映した経営指標の推移、津別町下水道

ビジョンなどを踏まえて進めていきます。 

 

 

津別町下水道ビジョン 

北海道地方下水道ビジョン 

津別町総合計画 

津別町下水道の 

現状と課題 

（北海道） 

津別町下水道事業経営戦略 

津別町まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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第２章 事業概要と現状分析 

１ 津別町下水道事業の概要 

（１）沿革 

本町における下水道事業は、町民の生活環境の向上を目的として特定環境保全公共下水道と個別排水

処理事業により処理を行っています。 

特定環境保全公共下水道事業は、昭和 53 年度に最初の下水道法事業認可を受け事業を開始しました。 

その後、整備進捗に伴って処理区域を拡大しながら管渠の整備と処理場の増設を進め、平成 9 年度に

は、し尿処理施設の老朽化を背景とした事業の効率化を目指して MICS 事業1の採択を受けて、下水道管

理センターでのし尿・浄化槽汚泥の一元処理に踏み切りました。さらに、平成 29 年度には農業集落排水

施設の老朽化と維持費の増大という問題を解決するため、活汲地区の農業集落排水区域の管渠を下水道

に接続する形で事業の集約化を図りました。現在は、事業計画区域 244.3ha のうち 235ha の整備を終了

しています。一方、個別排水処理事業は平成 7 年度に事業着手し、公共下水道区域外での合併処理浄化

槽の設置を推進しています。 

なお、令和５年４月１日には、地方公営企業法を適用し､公営企業会計2へ移行しました。 

 

 

（２）事業の現況 

事業及び普及の概要は、次のとおりです。 

 

図表 2-1 事業及び普及の概要（令和６年度末現在） 

項  目 特定環境保全公共下水道事業 個別排水処理事業 

供用開始年月日 
平成元年 10 月 1 日 

（供用開始後 38 年 6 か月） 

平成 7 年 12 月 7 日 

（供用開始後 31 年 3 か月） 

法適（全部・財務）・非適

の区分 
法適用（全部） 法適用（全部） 

行政区域内人口 3,912 人 3,912 人 

処理区域内人口 3,181 人 731 人 

水洗化人口 3,061 人 582 人 

普及率（水洗化率） 

（現在水洗便所設置済人口/ 

現在処理区域内人口） 

96.23% 79.62% 

 

 

1 下水道や合併処理浄化槽など、複数の汚水処理施設が共同で利用できる施設を整備し、施設整備の効率化

を図る事業のこと。 

2 水道や下水道などは、料金（使用料）収入を元に特定の事業を行っており、民間企業のような性質を持っ

ている。そのため、固定資産管理や複式簿記などの会計処理を行っており、その会計方式を公営企業会計

という。 
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（３）使用料体系 

【特定環境保全公共下水道事業】 

特定環境保全公共下水道事業の使用料体系は、企業債償還費などの固定的な経費の割合が高いため、使

用水量によって変動しない基本使用料で、一定割合の収入を確保することにより経営の安定化を図って

います。基本水量を超える水量については、排出量が多いほど処理施設への負荷が大きくなることから

従量制を採用しています。使用料は、令和元年 10 月に消費税の増税に伴う改定を行っています。下水道

事業の資金は厳しい状況にあることから、利用者の負担をできるだけ抑える努力を行いつつも、経営実

態を反映した使用料体系について検討しなければならない状況となっています。 

 

図表 2-2 下水道使用料（特定環境保全公共下水道事業） 

種  別 

基本使用料 
（１か月につき） 超過使用料 

（１㎥につき） 
基本汚水排出量 使用料 

一般用 10 ㎥まで 1,886 円 188 円 

公衆浴場用 1 ㎥につき 51 円  

 

 

【個別排水処理事業】 

個別排水処理事業の使用料体系は、定額の基本使用料及び 5 人槽から 42 人槽までの人槽別使用料とし

ています。使用料は、平成 30 年 4 月に改定を実施し、その後、令和元年 10 月に消費税の増税に伴う改

定を行っています。個別排水処理事業についても厳しい資金状況にあることから、利用者の負担をでき

るだけ抑える努力を行いつつも、経営実態を反映した使用料体系について検討しなければならない状況

となっています。 
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図表 2-3 下水道使用料（個別排水処理事業） 

人槽区分 基本使用料 人槽別使用料 月額使用料 

５人槽 

2,513 円 

880 円 3,393 円 

６人槽 1,055 円 3,568 円 

７人槽 1,231 円 3,744 円 

８人槽 1,407 円 3,920 円 

１０人槽 1,760 円 4,273 円 

１３人槽 2,287 円 4,800 円 

１４人槽 2,463 円 4,976 円 

１５人槽 2,640 円 5,153 円 

１６人槽 2,815 円 5,328 円 

１８人槽 3,167 円 5,680 円 

２１人槽 3,695 円 6,208 円 

３０人槽 5,280 円 7,793 円 

４２人槽 7,391 円 9,904 円 

町営住宅本岐第２団地 250 円 2,763 円 

相生団地 880 円 3,393 円 

 

 

（４）施設の状況 

【特定環境保全公共下水道事業】 

下水道管渠については、昭和 54 年より整備を始め、全体計画区域のうち定住区域の整備を終えていま

す。これまで整備された汚水管渠施設は総延長約 54ｋｍ、雨水管渠施設は総延長約 2ｋｍとなっており、

今後、布設から 50 年を経過する管が現れることから、適切に管理することが必要となります。老朽化を

放置すれば、流下機能の停止によるトイレの使用制限や未処理下水の流出、管渠の破損による道路陥没

など日常生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼすこととなります。 

下水道管理センターについては、平成元年より供用開始し、築 36 年を迎えています。既設は 3 系列あ

りますが、人口減少に伴う下水道処理人口の減少により、現在は 2 系列で運転しています。下水道法に

よる機械・電気設備の標準耐用年数は 15 年とされていますが、機器更新に係る費用を洗い出し、平準化

を図るために平成 30 年度に津別町下水道ストックマネジメント計画3を策定し、この計画に基づき適切

に改築・更新が進められています。また、処理場に流入させるために管渠に設置されている全 19 か所の

マンホールポンプについても適切に改築・更新が進められています。 

 

 

 

3 下水道施設全体の中長期的な施設状態を予測しながら維持管理、改築を一体的に捉えて計画的・効率的に

管理するために、事業方針や実施計画を定めている。 
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【個別排水処理事業】 

公共下水道が整備されていない地域については、個別排水処理施設（合併処理浄化槽）による整備を進

めています。平成 7 年から整備を始め、これまで法定を含む点検及び維持管理により、適宜機械の部品

交換を行い、合併処理浄化槽の長寿命化を図ってきたことから本体の更新は行っておりませんが、古い

ものについては、設置から 30 年ほど経過しているため、今後は老朽化に伴う浄化槽本体の更新が必要に

なってくると思われます。 

 

図表 2-4 施設の状況 
 

項  目 特定環境保全公共下水道事業 個別排水処理事業 

下水道管延長 汚水 54 ㎞ 雨水 2 ㎞ ─ 

処理区数 1 区（津別処理区） 2 区（津別南地区、津別北地区） 

処理場数 1 施設 248 施設（合併処理浄化槽） 

排除方式 分流式 ─ 

処理施設概要 津別町下水道管理センター ─ 

 所在地 津別町字達美 186 番地 ─ 

 敷地面積 114.8ａ ─ 

 水処理方式 オキシデーションディッチ法4 ─ 

 処理能力 1,769 ㎥/日 ─ 

 計画処理水量 1,208 ㎥/日最大 ─ 

マンホールポンプ所 19 カ所 ─ 

 

 

（５）組織体系 

下水道事業は、現在、津別町長を事業管理者として、簡易水道事業及び下水道事業を所管する建設課水

道係により運営しており、課長職を含めて 4 名で関連事務を執行しています。現時点での職員構成は、

課長職 1 名、係長職 1 名、技師 1 名、事務職 1 名であり、職種は技術職 2 名、事務職 3 名（内 1 名は技

術職兼務）で構成されています。 

 

  

 

4 活性汚泥法の一種で、循環型の反応タンクと最終沈殿池で構成される。反応タンク内で下水と活性汚泥を

循環させながら下水中の有機分を分解し、最終沈殿池で活性汚泥を沈殿させて上澄みの水を処理水として

排出する仕組み。 
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図表 2-5 組織体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ これまでの主な経営健全化の取組 

（１）民間活用及び技術者確保 

民間活用については、施設の運転管理、使用料収納、メーター検針、施設巡回点検等を民間業者に委託

し、民間企業のノウハウを活かすことで、下水道等の事務的・技術的知識が要求される職員の不足に対応

しています。現状においても、若い担い手の減少や人材不足が顕著であることから、中央監視システム5

の高度化や水道スマートメーター6の導入などにより維持管理の効率向上を図る取組も併せて実施してい

ます。 

 

 

（２）施設・設備の統廃合及び広域化 

資本費・維持管理費の高騰などに伴い、事業のあり方が課題となっていた農業集落排水事業について、

下水道区域への統合処理を検討した結果、活汲の処理施設から達美の下水道区域末端管渠まで接続管を

敷設して、事業及び施設の統合を図りました（平成 26 年度から平成 28 年度まで 4,560.56m）。 

 

 

（３）ストックマネジメント 

下水道法による機械・電気設備の標準耐用年数は 15 年とされています。こうした機器更新に係る費用

を洗い出し、平準化を図るために平成 30 年度に津別町下水道ストックマネジメント計画を策定し、5 年

ごとの見直しを行い、現在 2 期目となる計画を推進中です。処理場施設については、当該計画に基づき

適切に改築・更新が進められています。 

 

5 処理場施設内のさまざまな機器の状態をコンピュータで一元的に監視・制御する装置。遠隔での操作や、

異常発生時のアラーム通知、運転状況の記録、省エネルギー管理などを行うことで、建物をより安全・快

適に運用し、管理コストの削減にもつながる。 

6 水道メーターに通信機能を備えた端末を設置し、遠隔で自動検針ができる装置。これにより、人が現地を

訪問する手間が省け、検針データを自動かつ高頻度に取得してリアルタイムで使用水量を把握できる。漏

水の早期発見や、見守りサービス、町民への使用量通知なども可能となる。 

事業管理者：町長 

水道係 3 名 

（企業会計職員） 

建設課長 
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（４）その他 

①資産の有効活用等 

現在のところ、有効利用できる遊休資産がないため、収入増加につながる資産の有効活用の取組につい

ては該当がない状況ですが、令和 4 年 3 月に津別町公共施設等総合管理計画が策定され、公共施設にお

ける総量適正化に向けて統廃合（機能移転）や民間委譲などの基本方針を掲げています。ライフライン施

設である下水道施設は、これらの方針に基づきダウンサイジング7等により遊休資産が発生する場合には、

その有効活用に向けて検討を進めます。 

 

②防災・安全対策 

下水道事業における経営健全化を図るためには、通常時だけではなく、災害時等においてもダメージを

軽減することで下水処理機能を確保できるようにリスクヘッジ8を実施し、業務を継続する必要がありま

す。津別町下水道事業が取り組んでいる対策は、下水道ビジョンによる基幹施設の耐震化ほか、町の個別

計画において定めているものもあることから、それらを図表 2-6 に示します。 

 

図表 2-6 防災・安全対策の取組 
 

計画名 取組内容 

津別町地域防災計画 上下水道施設対策、予防対策等 

津別町下水道 BCP 下水道施設業務継続対策、予防対策等 

 

 

③委託手法の見直し 

簡易水道事業と下水道事業の維持管理・施設巡回点検を包括委託としたことにより、コストの低減を図

っています。 

 

④地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業の活用 

経営課題の解決を図るため、総務省と地方公共団体金融機構の共同事業を活用し、令和 6 年度より公

営企業経営アドバイザーの派遣を受けています。 

 

 

（５）経営戦略（計画期間：平成 29 年度～令和 8 年度）の振り返り 

平成 29 年 3 月策定の経営戦略（計画期間：平成 29 年度～令和 8 年度）は、投資計画及び財源計画に

おいて、それぞれ取組内容を掲げています。令和 8 年 3 月時点での進捗状況は、次のとおりです。 

 

7 施設の更新等に当たって、既存の施設規模より小さくすること。建設コストや維持管理コストの縮減を図

るもの。 

8 将来起こりうるリスク（危険や損失）を予測し、事前にその影響を回避又は最小限に抑えるための対策を

講じること。 
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図表 2-7 経営戦略で掲げた取組内容（特定環境保全公共下水道事業） 

投資 

下水道管理センターの機械・電気設備の更新については、平成 25 年度から令和

7 年度にかけて、長寿命化計画に基づき、実施しました。 

処理場の耐震改修については、耐震診断の結果、管理棟・水処理棟・オキシデ

ーションディッチ棟・汚泥投入棟・塩素混和池で耐震性不足が確認されたた

め、管理事務所のある管理棟について耐震補強工事を実施し、その他の施設に

ついても更新に併せて耐震化を進めていく予定です。 

管渠の更新工事については、従前のカメラ調査の結果、良好な状態が保たれて

いることを確認できたため、実施していません。 

財源 

下水道使用料については、令和元年 10 月に消費税の増税に伴う改定を行いまし

た。また、平成 29 年度の活汲地区農業集落排水事業の公共下水道への統合によ

り、平成 30 年度から当該使用料を受け入れています。 

一般会計繰入金については、地方公営企業繰出基準に基づく企業債元利償還

分、高資本費対策分、分流式下水道等に要する経費分などを繰り入れたほか、

経営の安定等を目的とした基準外繰入を受け入れました。 

投資以外の経費 

平成 29 年度において活汲地区農業集落排水事業を公共下水道に統合することに

より、当該事業の維持管理経費を下水道事業に集約しました。これにより、活

汲農業排水管理センターの年間維持管理費約 800 万円を節減しました。 

その他、各種経費の効果を検証して支出の抑制を図る取組を進めました。 

 

 

図表 2-8 経営戦略で掲げた取組内容（個別排水処理事業） 

投資 

合併処理浄化槽の新設については、平成 29 年度から令和 6 年度までの 8 年間で

計 25 基設置しました。 

合併処理浄化槽の更新については、法定を含む点検及び維持管理により、適宜

機械の部品交換を行い、長寿命化を図ったことから、計画期間内には実施して

いません。 

財源 

下水道使用料については、平成 30 年 4 月に改定を行ったほか、令和元年 10 月

に消費税の増税に伴う改定を行いました。 

一般会計繰入金については、地方公営企業繰出基準に基づく企業債元利償還

分、高資本費対策分、分流式下水道等に要する経費分などを繰り入れたほか、

経営の安定等を目的とした基準外繰入を受け入れました。 

投資以外の経費 

合併処理浄化槽上部の鋼製蓋（チェッカープレート）については、老朽化が進

行しているため、物価高等の影響を勘案しつつ、年間 4～5 組を目安に更新しま

した。 
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３ 経営比較分析表等を活用した現状分析 

（１）経営比較分析表について 

経営比較分析表は、各公営企業の経営及び施設の状況を表す主要な経営指標とその分析で構成され、平

成 29 年度からその公表が開始されました。各公営企業においては、経年比較や類似団体との比較を行う

ことで、経営の現状と課題を把握するための資料として活用されています。 

 下水道事業では、「経営の健全性・効率性」及び「老朽化の状況」の観点から、次の指標が用いられて

います。 

 

「経営の健全性・効率性」に関する指標 

①経常収支比率 

③流動比率 

⑤経費回収率 

⑦施設利用率 

②累積欠損金比率 

④企業債残高対事業規模比率 

⑥汚水処理原価 

⑧水洗化率 

 

「老朽化の状況」に関する指標 

①有形固定資産減価償却率 

③管渠改善率 

②管渠老朽化率 

 

 

（２）津別町下水道事業の現状分析 

特定環境保全公共下水道事業と個別排水処理事業を合わせた下水道事業全体の分析結果は次のとおり

です（事業ごとの分析については、別紙経営比較分析表を参照）。 

 

「経営の健全性・効率性」に関する指標 

①経常収支比率 

【指標の概要】 

使用料収入や一般会計からの繰入金等の収

益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程

度賄えているかを表す指標です。当該指標は、

単年度の収支が黒字であることを示す 100%以

上となっていることが必要です。 

【現状分析】 

当該指標は、令和６年度決算で 107.52%とな

っており、経常利益を確保できています。類似

団体と比較しても良好な数値にあります。 

 

 

※全国平均（特定環境保全公共下水道事業）：105.09% 

R2 R3 R4 R5 R6

津別町 102.90 107.52

類似団体 102.7 104.11 101.98 102.68
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98.00

100.00

102.00

104.00

106.00

108.00

110.00

経常収支比率（％）
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②累積欠損金比率 

【指標の概要】 

営業収益に対する累積欠損金の状況を表す

指標です。当該指標は、累積欠損金が発生して

いないことを示す 0%であることが求められま

す。 

【現状分析】 

累積欠損金を生じていないため、当該指標は

0%となっています。 

  

※全国平均（特定環境保全公共下水道事業）：65.73% 

③流動比率 

【指標の概要】 

短期的な債務に対する支払能力を表す指標

です。当該指標は、１年以内に支払うべき債務

に対して支払うことができる現金等がある状

況を示す 100％以上であることが必要です。 

【現状分析】 

当該指標は、令和６年度決算で 155.06%とな

っており、短期の支払能力が確保されていま

す。類似団体と比較しても良好な数値にありま

す。 

 

※全国平均（特定環境保全公共下水道事業）：48.91% 

④企業債残高対事業規模比率 

【指標の概要】 

使用料収入に対する企業債残高の割合であ

り、企業債残高の規模を表す指標です。当該指

標については、明確な数値基準はないとされて

いますが、経年比較や類似団体との比較等によ

り自団体の置かれている状況を把握・分析し、

適切な数値となっているか、対外的に説明でき

ることが求められます。 

【現状分析】 

当該指標は、令和６年度決算で 1,821.02%と

なっており、企業債残高の規模が大きいことが

示されています。類似団体平均、全国平均を大

きく上回っており、投資規模や使用料水準が適

切か検討する余地があります。 

 

※全国平均（特定環境保全公共下水道事業）：1,156.82% 

R2 R3 R4 R5 R6

津別町 0.00 0.00

類似団体 48.2 46.91 52.27 58.68

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

累積欠損金比率（％）

R2 R3 R4 R5 R6

津別町 93.20 155.06

類似団体 46.85 44.35 41.51 45.01

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

流動比率（％）

R2 R3 R4 R5 R6

津別町 1,698.75 1,821.02

類似団体 1,268.63 1,283.69 1,160.22 1,141.98

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

企業債残高対事業規模比率（％）
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⑤経費回収率 

【指標の概要】 

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料

で賄えているかを表した指標であり、使用料水

準等を評価することが可能です。当該指標は、

一般的に、使用料で回収すべき経費を全て使用

料で賄えている状況を示す 100％以上であるこ

とが必要とされています。 

【現状分析】 

当該指標は、令和６年度決算で 46.75%とな

っており、汚水処理に係る費用を使用料で賄い

きれていないことが示されています。低下傾向

にあることについても留意が必要です。類似団

体平均と比較して、数値が低い状況にあり、経

費節減による維持管理費の圧縮や使用料改定

を検討する必要があります。 

 

 

 

※全国平均（特定環境保全公共下水道事業）：75.33% 

⑥汚水処理原価 

【指標の概要】 

有収水量9１㎥当たりの汚水処理に要した費

用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の両方

を含めた汚水処理に係るコストを表した指標

です。当該指標については、明確な数値基準は

ないとされていますが、経年比較や類似団体と

の比較等により自団体の置かれている状況を

把握し、効率的な汚水処理が実施されているか

分析し、適切な数値となっているか、対外的に

説明できることが求められます。 

【現状分析】 

当該指標は、令和６年度決算で 439.44 円と

なっており、高い値を示しています。類似団体

と比較して、約 2 倍となっており、汚水処理に

係るコストが非常に高い状況にあることから

経費節減による維持管理費の圧縮や使用料改

定を検討する必要があります。 

 

※全国平均（特定環境保全公共下水道事業）：215.73 円 

 

9 下水道で処理された汚水量のうち、家庭や工場で使用され、下水道使用料を徴収することのできる水量。 

R2 R3 R4 R5 R6

津別町 52.40 46.75

類似団体 82.88 82.53 81.81 82.27

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

経費回収率（％）

R2 R3 R4 R5 R6

津別町 390.38 439.44

類似団体 187.76 190.48 193.59 194.42
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⑦施設利用率 

【指標の概要】 

施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対

する、一日平均処理水量の割合であり、施設の

利用状況や適正規模を判断する指標です。当該

指標については、明確な数値基準はないとされ

ていますが、一般的には高い数値であることが

望まれます。 

【現状分析】 

当該指標は、令和６年度決算で 60.92％とな

っています。類似団体と比較して高い値にあ

り、施設のスペックや稼働状況はおおむね適正

と考えられます。 

 

 

 

※全国平均（特定環境保全公共下水道事業）：43.28% 

⑧水洗化率 

【指標の概要】 

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所

を設置して汚水処理をしている人口の割合を

表した指標です。当該指標については、公共用

水域の水質保全や、使用料収入の増加等の観点

から 100％となっていることが望ましいとされ

ています。 

【現状分析】 

当該指標は、令和６年度決算で 93.12％とな

っています。類似団体と比較して高い値にあ

り、積極的な施設整備や啓発活動により普及が

進んだ結果と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

※全国平均（特定環境保全公共下水道事業）：86.21% 

 

  

R2 R3 R4 R5 R6

津別町 60.78 60.92

類似団体 45.87 44.24 45.3 45.6
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「老朽化の状況」に関する指標 

①有形固定資産減価償却率 

【指標の概要】 

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償

却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産

の老朽化度合いを示しています。当該指標につ

いては、明確な数値基準はないとされています

が、経年比較や類似団体との比較等により自団

体の置かれている状況を把握・分析し、適切な

数値となっているか、対外的に説明できること

が求められます。 

【現状分析】 

当該指標は、令和６年度決算で 9.35％となっ

ていますが、地方公営企業法適用 2 年目であり、

老朽化の状況を的確に示していないため、評価

不可となります。 

 

 

※全国平均（特定環境保全公共下水道事業）：29.62% 

②管渠老朽化率 

【指標の概要】 

法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表

した指標で、管渠の老朽化度合いを示していま

す。当該指標は、明確な数値基準はないとされ

ていますが、経年比較や類似団体との比較等に

より自団体の置かれている状況を把握・分析

し、適切な数値となっているか、耐震性や今後

の更新投資の見通しを含め、対外的に説明でき

ることが求められます。 

【現状分析】 

当該指標は、令和６年度決算で 0％となって

います。本町下水道事業は、供用開始が平成元

年度であるため、50 年経過管は存在しません。 

 

 

 

 

 

 

 

※全国平均（特定環境保全公共下水道事業）：0.09% 
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津別町 4.82 9.35

類似団体 29.24 31.73 32.57 33.16
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15 

③管渠改善率 

【指標の概要】 

当該年度に更新した管渠延長の割合を表し

た指標で、管渠の更新ペースや状況を把握でき

ます。当該指標については、明確な数値基準は

ないとされていますが、数値が２％の場合、全

ての管路を更新するのに 50 年かかる更新ペー

スであることが把握できます。数値が低い場

合、耐震性や今後の更新投資の見通しを含め、

対外的に説明できることが求められます。 

【現状分析】 

当該指標は、令和６年度決算で 0％となって

います。現状においては、一定程度の健全性が

確保されていることから、管渠の更新・改良は

行っていません。 

 

 

※全国平均（特定環境保全公共下水道事業）：0.11% 

 

 

全体総括 

経常利益が確保され、資金についても安定性が保たれている一方、経費回収率が 46.75%と低く、事業運

営は一般会計からの繰入金に大きく依存している状況であることから、使用料改定などの収入確保策につい

て検討する必要があります。また、汚水処理原価は、類似団体の約２倍となっており、コスト削減が喫緊の

課題となっているため、維持管理費の見直しを進めています。 

施設利用率については、おおむね適正値を維持しているところですが、人口減少に伴う水需要の変動等を

注視し、ダウンサイジングやスペックダウンの検討を定期的に行っていく予定です。水洗化率は、93.12％

と類似団体平均や全国平均と比較して高い値となっていますが、一層の普及促進を図ることで、町民の生活

環境の向上や使用料収入の確保につなげていく必要があります。 

施設の老朽化の状況については、下水道事業の供用開始が平成元年度であるため、50 年経過管は存在し

ませんが、処理場設備の一部は老朽化が進んでいることから、ストックマネジメント計画に基づき、順次、

更新を行っていくこととしています。 
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類似団体 0.06 0.27 0.22 0.17
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第３章 将来の事業環境 

１ 処理区域内人口 

（１）予測の手法 

処理区域内人口は、第 2 期津別町まち・ひと・しごと創生総合戦略で示された「第 2 期津別町独自推

計10」をもとに、普及率等を考慮した上で予測しました。 

 

（２）処理区域内人口の予測 

処理区域内人口は、図表 3-1 及び図表 3-2 のとおり右肩下がりとなっており、令和 7 年度の見込値が

3,873 人であるのに対して、令和 37 年度の予測値は 2,007 人となり、約 48%減少する予測結果となって

います。 

 

図表 3-1 処理区域内人口の実績及び予測 

年度 
H28 

(実績) 
H29 

(実績) 
H30 

(実績) 
R1 

(実績) 
R2 

(実績) 
R3 

(実績) 
R4 

(実績) 
R5 

(実績) 
R6 

(実績) 
R7 

(見込) 

処理区域内人口(人) 4,890 4,778 4,662 4,542 4,428 4,276 4,142 4,038 3,912 3,873 

年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

処理区域内人口(人) 3,835 3,774 3,713 3,652 3,593 3,516 3,439 3,362 3,285 3,206 

年度 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 

処理区域内人口(人) 3,133 3,076 3,029 2,992 2,843 2,777 2,711 2,645 2,579 2,515 

年度 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 

処理区域内人口(人) 2,461 2,407 2,353 2,299 2,243 2,197 2,150 2,103 2,056 2,007 

※H29 以前の数値については、農業集落排水事業分を含む。 

 

図表 3-2 処理区域内人口の見通し 

 

 

10 合計特殊出生率を、令和 12 年に 2.1（人口置換水準）、令和 42 年に 2.11（希望出生率）と設定し、ま

た、移住定住による社会移動は、令和 42 年時点における社会増減（転出超過）を社人研推計値の 50％程

度にとどめた場合の推計値。 
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２ 有収水量 

（１）予測の手法 

処理区域内人口予測と大口需要家（企業等）の直近５年間の水量の推移から一般家庭の有収水量と大口

需要家の有収水量をそれぞれ予測しました。 

 

（２）有収水量の予測 

有収水量についても、図表 3-3 及び図表 3-4 のとおり右肩下がりとなっており、令和 7 年度の見込値

が 300,591 ㎥であるのに対して、令和 37 年度の予測値は 163,366 ㎥となり、約 46%減少する予測結果

となっています。 

 

図表 3-3 有収水量の実績及び予測 

年度 
H28 

(実績) 
H29 

(実績) 
H30 

(実績) 
R1 

(実績) 
R2 

(実績) 
R3 

(実績) 
R4 

(実績) 
R5 

(実績) 
R6 

(実績) 
R7 

(見込) 

有収水量(㎥) 354,504 346,874 340,723 357,811 312,037 330,918 314,940 310,675 303,814 300,591 

年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

有収水量(㎥) 296,300 291,712 287,530 283,186 279,036 274,165 269,340 264,522 259,727 254,868 

年度 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 

有収水量(㎥) 250,261 246,314 242,787 239,682 227,973 222,903 217,824 212,733 207,632 202,682 

年度 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 

有収水量(㎥) 198,529 194,366 190,196 186,016 181,666 178,118 174,483 170,840 167,188 163,366 

※H29 以前の数値については、農業集落排水事業分を含む。 

 

図表 3-4 有収水量の見通し 
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３ 使用料収入 

（１）予測の手法 

基本使用料については、処理区域内人口の推計及び直近５年間の需要家数の推移を勘案し、予測しまし

た。超過使用料については、有収水量の推計に基づき、予測しました。 

なお、令和 7 年度に使用料のあり方について、検討を行った結果、現行の使用料水準を維持すること

となったため、改定は見込んでいません。 

 

（２）使用料収入の予測 

使用料収入についても、図表 3-5 及び図表 3-6 のとおり年々減少することが見込まれますが、大口需

要家からの収入が比較的安定していることから、令和 7 年度の見込値が 61,351 千円であるのに対して、

令和 37 年度の予測値は 35,172 千円となり、減少率は約 43%を想定しています。 

 

図表 3-5 使用料収入（税抜）の実績及び予測 

年度 
H28 

(実績) 
H29 

(実績) 
H30 

(実績) 
R1 

(実績) 
R2 

(実績) 
R3 

(実績) 
R4 

(実績) 
R5 

(実績) 
R6 

(実績) 
R7 

(見込) 

税抜使用料(千円) 67,536 66,883 67,864 67,301 66,642 65,777 62,764 63,547 62,420 61,351 

年度 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

税抜使用料(千円) 60,560 59,648 58,902 58,090 57,326 56,553 55,801 55,054 54,319 53,593 

年度 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 

税抜使用料(千円) 52,876 52,170 51,473 50,785 48,352 47,324 46,292 45,255 44,214 43,203 

年度 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 

税抜使用料(千円) 42,360 41,513 40,663 39,809 38,917 38,195 37,453 36,708 35,959 35,172 

※H29 以前の数値については、農業集落排水事業分を含む。 

 

図表 3-6 使用料収入（税抜）の見通し 
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４ 組織 

津別町が令和 2 年 3 月に策定した第 6 次総合計画（令和 2～11 年度）では、効率的かつ効果的な行政

運営を図るため、「柔軟に人を動かせる組織体制の確立」を目標として、職員業務応援制度の制定を進め、

柔軟な人員配置が可能となる取組を掲げています。また、同年 2 月に職員定員管理計画が見直しとなり、

安定した定員数を目指すことが方向性として示されています。 

このような状況において、下水道事業に従事する職員の数は、民間事業者へ業務を委託するなど合理化

を図りつつ、4～5 人で通常業務の執行や課題解決に向けた取組を進めており、当該計画期間内（10 年間）

には大きな変動がないと見込まれます。 

今後においても、下水道事業に必要な知識や経験を組織内に蓄積しながら、官民連携の促進と併せて事

業運営を行っていきます。 

 

 

５ 施設 

（１）予測の手法 

管渠については、状態監視保全11を原則とし、カメラ調査の結果などをもとに、改築更新や修繕を進め

ることを予定していますが、現状では更新を必要とする管渠が存在しないため、当該計画期間内（10 年

間）は工事費用を見込まず、修繕対応としています。また、新設工事についても想定していません。なお、

令和 20 年度以降は、法定耐用年数を経過する管渠が発生しますが、適切な維持管理により、「下水道施

設のストックマネジメント手法に関する手引き（案）」で国が示す目標耐用年数12の設定例である 75 年間

は現行管渠の使用を継続する見込みです。マンホールポンプや処理場施設等については、時間計画保全13

を原則としており、老朽化対策として順次更新を進めていく予定です。 

個別排水処理事業の合併処理浄化槽については、事業開始期に設置した施設が順次法定耐用年数であ

る 28 年を経過していますが、一定の健全性が保たれていることから、現時点においては更新を行ってい

ません。ただし、一部の合併処理浄化槽については、老朽化の兆候が見られるため、今後、更新を行って

いく予定です。 

上記を踏まえ、管渠以外の更新予測については、以下の２つの推計パターンで試算を行います。 

 

 【パターン１】法定耐用年数による更新（現時点において、法定耐用年数を経過している資産につい

ては、当該計画期間内において、順次更新する試算とした） 

 

 【パターン２】図表 3-7 で示した建築、土木、電気、機械などの種類ごとに本町が定めた目標耐用年

数による更新 

  

 

11 施設・設備の劣化状況や動作状況の確認を行い、その状態に応じて対策を行う管理方法。 

12 改築の実績等をもとに、施設管理者が目標として設定する耐用年数。 

13 施設の特性に応じて、法定耐用年数や目標耐用年数により、あらかじめ定めた周期で更新時期を定める管

理方法。 
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図表 3-7 処理場施設等・合併処理浄化槽の目標耐用年数 
 

区分 目標耐用年数 

建築 75 年 

土木 75 年 

電気 25 年 

機械 25 年 

合併処理浄化槽 42 年 

 

 

（２）施設の見通し 

上記で示した２つの推計パターンによる施設更新費の試算は、次のとおりです。 

 

【パターン１】法定耐用年数による更新 

・30 年間の施設更新費：38 億 5,470 万円 

・当該計画期間内（10 年間）の施設更新費：17 億 270 万円 

 

図表 3-8 パターン１による施設更新費と企業債残高の見通し 

 
 

  

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37

(企業債残高：千円)(施設更新費：千円)

施設更新費 企業債残高



21 

【パターン２】目標耐用年数による更新 

・30 年間の施設更新費：28 億 200 万円 

・当該計画期間内（10 年間）の施設更新費：7 億 2,710 万円 

 

図表 3-9 パターン 2 による施設更新費と企業債残高の見通し 

 
 

 

投資試算の結果、パターン１の事業量とした場合、10 年間の施設更新費が 17 億 270 万円と見込まれ、

過大な規模となるほか、企業債残高が令和 11 年度に 14 億円を超え、その後も高水準で推移するため、

経営の中長期的な安全性が保てなくなるおそれがあります。このことから、パターン 2 を採用した上で

事業量の平準化を図り、30 年間の施設更新費を以下のように見込みます。 

 

図表 3-10 パターン 2 を採用した上で事業量を平準化した場合の施設更新費と企業債残高の見通し 
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第４章 経営の基本方針 

まちづくりのマスタープランである「津別町第 6 次総合計画（令和 2 年 3 月）」において、「選ばれる

安心快適なまちづくり」を基本施策の一つとしており、さらにそれを具現化する一つの施策として「ずっ

と暮らし続けたいと思える安全・安心な生活環境の整備」を掲げています。 

一方、「津別町下水道ビジョン（令和 8年度～令和 17 年度）」は、下水道事業のマスタープランとして、

今後 10 年間の津別町の下水道が目指すべき方向性と事業展開を提示するとともに、現状及び効率的な整

備のあり方を明示しています。この下水道ビジョンは、総合計画における個別計画（行政分野別の政策方

針や具体的な取組を網羅）に位置付けられ、現在進行中のプランです。 

以上から、総合計画及び下水道ビジョンの関係性を踏まえて、本経営戦略は、同ビジョンの基本理念並

びに基本方針に合致させることで、各計画との位置付けや方針・施策の整合性を確保し、経営方針は「安

全」、「安心」、「快適」の３つとします。 

具体的な取組として、老朽化が進む処理場設備などについて、適切な更新を実施するほか、継続的な普

及促進により、普及率（水洗化率）95%を達成すること、オキシデーションディッチ棟や汚泥投入棟の耐

震補強を実施することにより、下水処理施設の耐震化率を 38%から 62%に向上させることを目標としま

す。また、経営に関しては、経営基盤の強化を中心に据え、進捗管理や振り返りを行いやすくするために、

３つの指標「経常収支比率 100％以上を維持する」、「経費回収率を段階的に改善し、令和 13年度以降は

45％以上を維持する」、「流動比率を段階的に改善し、令和 10 年度以降は 200%以上を維持する」を掲げ

ました。 

 

図表 4-1 津別町下水道ビジョン（令和 8年度～令和 17 年度）のキャッチフレーズ及び行動方針 

 

わが町の下水道は、住民の皆様の快適な生活を支え、安全で安心な環境をご提供できる

よう尽力していく、という想いをシンプルにキャッチフレーズに込めた。 

下水道ビジョンのキャッチフレーズ 

下水道がもたらす「安全」、「安心」、「快適」をいつまでも！ 

行動方針は、津別町の今後 10年間の具体的な施策をもとに、目指すべき方向性を今後

実施する5項目より整理したものである。 

 

1. 効率的な下水道事業経営を行う 
2. 下水道施設の適切な維持管理を実施する 
3. 更なる汚水処理人口普及率の向上に努める 
4. 地震等の災害から安心・安全対策を推進する 
5. 下水道資源の有効利用を図る 

今後10年間の行動方針 
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第５章 投資・財政計画（収支計画） 

１ 投資試算及び財政試算における方法 

（１）投資試算の方法 

投資試算は、施設設備に関する投資（更新等）の見通しを試算するものであり、施設及び管渠における

データ整理、健全度の評価、更新基準年の設定、更新費用に係る単価等の設定が必要となります。 

 

図表 5-1 投資試算の主な必要事項 

下水道施設及び管渠のデ

ータ整理 
下水道施設及び管渠の種別、竣工年、工事費用等のデータを整理します。 

下水道施設及び管渠の健

全度 

耐用年数や管渠内カメラ調査の結果等に基づき、健全資産、経年化資産、

老朽化資産の区分により健全度を把握します。 

下水道施設及び管渠の耐

用年数の設定 

施設については、長寿命化の観点から、時間計画保全の考え方に基づき、

地方公営企業法で定められた法定耐用年数とは別に、施設の区分ごとに目

標耐用年数を設定します。管渠については、状態監視保全の考え方を取り

入れ、更新の必要性を検討します。 

更新にかかる費用等の設

定 

将来の下水道施設の全体的な更新費用増を把握するために、施設別の整備

費等を設定します。 

 

 

（２）財政試算の方法 

財政試算は、想定した必要財源と更新投資額や経常費用の収支見通しを試算するものです。財政試算に

ついては、表計算ソフト等を活用して図表 5-2 に基づき行います。 

 

図表 5-2 財政試算の主な必要事項 

使用料収入の設定 
処理区域内人口や有収水量などの事業環境予測に基づき、将来の使用料収

入を設定します。 

上記以外の収益的収入の

設定 

その他営業収益や営業外収益及び特別利益等について、過去の実績等を踏

まえて、将来の収益的収入を設定します。 

収益的支出の設定 
人件費、維持管理、支払利息、減価償却費、委託費等について、過去の実績

や物価上昇等の動向を踏まえて、将来の収益的支出を設定します。 

資本的収入の設定 
企業債や他会計補助金等について、更新需要に対応するように、将来の資

本的収入を設定します。 

資本的支出の設定 
事業費や企業債償還金等について、現在確定している額や更新投資に新た

に発生する額等について、資本的支出を設定します。 
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２ 投資・財政計画（収支計画） 

 



25 
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３ 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

（１）収支計画のうち投資についての説明 

①目標設定 

経営方針である「安全」、「安心」、「快適」を実現するため、以下の目標を設定します。 

 

図表 5-3 投資についての目標 

下水道施設更新の実施 
老朽化が進む処理場設備などについて、適切な更新を実施します。 

更新費の総額として、10 年間で 727.1 百万円を見込みます。 

普及率（水洗化率） 

（現在水洗便所設置済人口/

現在処理区域内人口） 

令和 17 年度までに 95%を達成します。普及率向上のため、合併処理浄化

槽の新設経費を見込みます。 

処理施設の耐震化率 

（耐震補強面積/施設面積） 

オキシデーションディッチ棟や水処理棟の耐震補強を実施することによ

り、下水処理施設の耐震化率を 38%から 62%に向上させます。 

 

なお、長期目標（30 年）として、普及率（水洗化率）100%、処理施設の耐震化率 100%を設定します。 

 

 

②主な建設改良投資 

投資・財政計画で予定する主な建設改良投資は、以下のとおりです。なお、管渠については、現状では

更新を必要とする資産が存在しないため、当該計画期間内（10 年間）は工事費用を見込まず、修繕対応

としています。 

 

図表 5-4 計画期間内に予定する主な建設改良投資 

対象施設 内容 建設改良費 

下水道管理センター 機械・電気設備更新 636.3 百万円 

下水道管理センター 
耐震補強（オキシデーションディッチ

棟、水処理棟） 
90.8 百万円 

個別排水処理浄化槽 合併処理浄化槽新設 154.9 百万円 
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③投資・財政計画の策定に当たって反映した取組 

投資・財政計画の策定に当たって反映した取組は、以下のとおりです。 

 

図表 5-5 投資・財政計画の策定に当たって反映した取組 

管渠、処理場等の建設・

更新に関する事項・投資

の平準化に関する事項 

管渠については、計画期間内の更新を予定しません。処理場施設について

は、ストックマネジメント計画に基づき、曝気装置、返送汚泥ポンプ等の

更新を見込みます。なお、経営状況や繰入金抑制の観点から、目標耐用年

数に基づいた更新パターンを採用した上で、投資の平準化を図りました。 

広域化・共同化・最適化

に関する事項 

特定環境保全公共下水道事業については現行の処理形態を継続するほか、

個別排水処理事業で発生する浄化槽汚泥や、くみ取式トイレのし尿につい

ても津別町下水道管理センターで処理する現行の方式を維持することと

し、広域化等に係る新たな投資は予定しません。 

民間活用（PPP/PFI14な

ど）に関する事項 
投資においては、民間資金の活用等を予定しません。 

防災・安全対策に関する

事項 

オキシデーションディッチ棟や水処理棟の耐震補強を実施します。また、

処理場設備について、目標耐用年数を満たしてないものの、起動方式が廃

盤となり、故障時に対応できない機器について更新を見込みます。 

その他の投資に関する事

項 

個別排水処理事業については、普及率向上の観点から、近年の実績等に基

づき、合併処理浄化槽の新設経費を見込みます。 

 

 

（２）収支計画のうち財源についての説明 

①目標設定 

良好な収支状況を保ち、更新財源や運転資金を確保していくため、以下の目標を設定します。 

 

図表 5-6 財源についての目標 

経常収支比率 計画期間を通じて、100%以上を維持します。 

経費回収率 
令和 7 年度の見込値（42.06%）から段階的に改善し、令和 13 年度以降は、

45%以上を維持します。 

流動比率 段階的に改善し、令和 10 年度までに 200%を達成・維持します。 

 

 

 

14 PPP は「Public Private Partnership」の略で、官民連携事業の総称。PFI は「Private Finance Initiativ

e」の略で、PPP の一種。PFI は PFI 法に基づき、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、

経営能力及び技術的能力を活用して行う手法。 
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なお、長期目標（30 年）として、経常収支比率 100%以上、経費回収率 45%以上、流動比率 200%以上

を設定します。 

 

 

②財源の説明 

財源についての反映事項は、以下のとおりです。 

 

図表 5-7 財源の説明 

使用料収入の見通し 
処理区域内人口や有収水量などの事業環境予測に基づき試算した結果、10

年間で約 9%の減少を見込みました。 

繰入金に関する事項 

地方公営企業法適用時に一般会計側と協議し、承認を得た繰入ルールに基

づき、下記の経費について補助を受けます。 

・雨水処理に要する経費 

・不明水処理に要する経費 

・普及特別対策に要する経費 

・地方公営企業法の適用に要する経費 

・分流式下水道経費（資本費） 

・職員人件費の一部 

・維持管理費の一部 

国庫補助金に関する事項 
ストックマネジメント計画に基づく補助事業の財源として、国庫補助金を

受け入れます。 

企業債に関する事項 建設改良費の財源として、下水道事業債等を借り入れます。 

資産の有効活用に関する

事項 
保有資金については、定期預金等で運用を行っていきます。 

その他の財源に関する事

項 

受託事業収益として、くみ取式トイレに係る、し尿処理に要した経費を一

般会計から受け入れます。 
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（３）収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

投資以外の経費（委託費、修繕費、人件費等）の積算の考え方等については、以下のとおりです。 

 

図表 5-8 投資以外の経費についての説明 

民間活力の活用に関する

事項 
現状の民間委託等の継続を前提とします。 

職員給与費に関する事項 

事業全般に従事する職員１人分を計上しました。業務フローの見直し等に

より、時間外勤務の抑制を図りますが、定期昇給や人事異動、ベースアッ

プ等を想定し、毎年度 0.5%の上昇率を見込みます。 

動力費に関する事項 

機器更新に併せ、省エネルギー化を進めるほか、運転方法の工夫等により

削減を図りますが、燃料調整費の動向等も加味し、令和 5～6 年度の単価を

基準に、毎年度 2%の上昇率を見込みます。 

修繕費に関する事項 
施設の経年化等に伴う増として、令和 5～6 年度の実績を基準に、毎年度

2%の上昇率を見込みます。 

委託料に関する事項 

経常的経費については、労務単価の上昇や施設の経年化等に伴う増として、

令和 5～6 年度の実績を基準に、毎年度 2%の上昇率を見込む一方、臨時的

経費については、業務内容の精査や事業量の圧縮により削減を図ります。 

企業債利息に関する事項 
新規に借り入れる企業債の償還期間を 18 年（うち据置期間 3 年）とし、貸

付金利を 2.5%と見込みます。 

その他の経費に関する事

項 

備消品については、品質や機能の条件を満たす中で、より廉価な製品を選

定することとするほか、その他の経費についても IT15などの新技術の活用

により圧縮を図ります。 

 

 

４ 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

（１）今後の投資についての考え方・検討状況 

今後の投資については、施設状況や工事価格の動向、人口動態等を注視しながら慎重に判断し、施設の

健全性と経営の安定を両立していきます。 

  

 

15 情報技術。Information Technology の略称。ネットワークやコンピュータなどに用いられる技術の総称。 
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図表 5-9 今後の投資についての考え方・検討状況 

広域化・共同化・最適化

に関する事項 

ハード面での広域化・共同化については、地理的要因等により難しいと考

えますが、引き続き、技術的な動向や先進事例などの情報収集に努めます。 

投資の平準化に関する事

項 

ストックマネジメント計画の策定時に、最新の施設状況等を把握し、建設

改良投資の更なる抑制・平準化を検討します。 

民間活力の活用に関する

事項（PPP/PFI など） 

事業や施設の規模から PPP や PFI の導入については、課題も多いと認識し

ていますが、引き続き、制度や費用対効果などの情報収集に努めます。 

その他の投資に関する事

項 

合併処理浄化槽については、法定を含む点検及び維持管理により、機械の

部品交換を行い、長寿命化を図っていますが、老朽化の状況に応じて、適

宜更新を行っていきます。 

 

 

（２）今後の財源についての考え方・検討状況 

使用料のあり方については、5 年に一度、見直しを行うこととしており、次回は令和 12 年度を予定し

ています。また、建設改良事業の財源となる国庫補助金や企業債については、町にとって、より有利な財

源の確保に努めます。 

 

図表 5-10 今後の財源についての考え方・検討状況 

使用料の見直しに関する

事項 

使用料収入で必要経費を賄えない状況が継続していることから、使用料の

あり方について、定期的に検討を実施します。前回は、令和 7 年度に検討

を行いましたが、物価高が続く中、町民生活に大きな影響が出るおそれが

あること、また、資金残高が一定程度あり、債務超過の懸念もないことな

どから、現行水準を維持することとしています。次回は、令和 12 年度に検

討を実施する予定です。 

繰入金に関する事項 
経費負担や繰入のルールについて、適宜検討し、財政部門と協議・調整を

行うこととします。 

資産活用による収入増加 

の取組について 

保有現金について、より有利な運用方法を検討します。また、有価物の売

却による収入増加の取組を検討します。 

その他の取組 
施設の更新に当たっては、国庫補助金の活用や交付税措置率の高い企業債

を発行するなど、適切な財源確保に努めます。 
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（３）今後の投資以外の経費についての考え方・検討状況 

BPR16や DX17の手法、最新技術などを用い、積極的な経費の抑制に努めます。また、適切な点検修繕に

より、施設を健全な状態で可能な限り長期間使用することを目標としています。 

 

図表 5-11 今後の投資以外の経費についての考え方・検討状況 

民間活力の活用に関する

事項（包括的民間委託等

の民間委託、指定管理者

制度、PPP/PFI など） 

現状の民間委託の継続を前提としつつ、中長期複数年契約や対象業務の範

囲等について、適宜検討します。また、将来的には管路の更新需要も見込

まれることから、ウォーターPPP18の導入に向けた検討を行っていきます。 

職員給与費に関する事項 
民間委託の活用に加え、BPR や DX の手法により業務の効率化を図ること

で、職員給与費の抑制に努めます。 

動力費に関する事項 
高効率機器の導入やダウンサイジングなど、費用対効果を勘案しながら動

力費の節減策実施を検討します。 

修繕費に関する事項 
適切な点検修繕により、施設を健全な状態で可能な限り長期間使用するよ

う努めます。 

委託料に関する事項 業務の直営化や効率的な発注形態などについて、適宜検討します。 

その他の取組 
支払利息抑制のため、金利情勢等に応じて、据置期間や借入期間の調整等

を検討します。 

 

 

 

16 既存の業務フローを抜本的に見直し、全体を再構築することで、組織や制度、システムを刷新し、コスト

削減や生産性向上を目指す経営手法のこと。 

17 デジタル技術（AI、IoT など）を活用し、ビジネスや社会のあり方を根本的に変革することを指す「デジ

タルトランスフォーメーション（Digital Transformation）」の略称。 

18 水道・下水道・工業用水道などの水分野において、民間企業が持つノウハウを活用して施設管理や更新を

行う官民連携（Public Private Partnership）の手法のこと。 
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第６章 経営戦略の事後検証、改定、進捗管理等に関する事項 

１ 経営戦略の事後検証、改定、進捗管理等に関する事項 

経営戦略に掲げた施策と事業計画の着実な実施のため、PDCA サイクル19によって毎年度の進捗管理と

5 年後の計画の見直しを行います。そのイメージを図表 6-1 及び図表 6-2 に示します。計画期間は 10 年

間とし、PDCA サイクルに則り 5 年ごとに見直し、経営指標をはじめとする活動成果をホームページ等

に公表していきます。なお、次回の改定は令和 18 年 3 月の予定となっています。 

 

 

図表 6-1 経営戦略の PDCA サイクル（短期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 6-2 経営戦略の PDCA サイクル（長期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 継続的に業務を改善するための実行手法。具体的には、業務計画の作成（Plan）、計画に則った実行

（Do）、実践の結果を目標と比べる点検（Check）、発見された改善すべき点を是正する（Action）の 4 つ

の段階を繰り返すことで、段階的に業務レベルを向上させることができる。 

経営方針

目標値

PDCAの継続

経営戦略の

策定(数値目

標設定)

5年後の経営

戦略見直し

10年後の経営

戦略改定

X年後の経営

戦略改定

•目標との乖離把握

•経営比較分析表

•決算値

•見直し（ローリング）

•5年ごとの検証・改善

•取組の再検討

•経営戦略に基づく事業運営

•計画の実施

•経営戦略の策定・改定

•投資計画

•財政計画
Plan

計画

Do

実行

Check

評価

Action

改善
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２ 経費回収率の向上に向けたロードマップ 

国土交通省「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について(令和 2 年 7 月 22 日)」

に基づき、下水道事業（特定環境保全公共下水道事業・個別排水処理事業）における経費回収率の向上に

向けたロードマップを図表 6-3 に示します。 

経費回収率については、低下傾向となっていますが、経費節減策や使用料改定等を検討し、段階的に改

善することを目標にしています。 

なお、使用料改定については、令和 7 年度に検討を行いましたが、物価高が続く中、町民生活に大きな

影響が出るおそれがあることなどから、現行水準を維持することとしました。次回は、令和 12 年度に検

討を実施する予定としていますが、事業環境や経営状況に大きな変化があった場合は、適宜協議を行い

ます。 

 

 

図表 6-3 経費回収率の向上に向けたロードマップ 

 
R6 

(決算) 

R7 

(見込) 
R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

経費回収率の目標値 46.75% 42.06% 42.39% 42.70% 43.21% 43.83% 44.07% 45.00%以上 

収入増加のための具体的取組             

 使用料のあり方に関する検討実施  ○     ○     ○ 

 経費負担・繰入ルールの検討実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

支出削減のための具体的取組             

 エネルギー効率の高い機器の選定     ○     ○   

効率的な運転方法の検討実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ダウンサイジングの検討実施     ○     ○   

各業務の手法等の見直し ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

外部委託の効率化の検討実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

経営の定期的な検証・計画の見直し             

 経営戦略の進捗管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 経営戦略の見直し・改定  ○     ○     ○ 

 

 


